
国、関係機関による安定ヨウ素剤の確保体制

PAZ

UPZ

国が備蓄して
いる安定ヨウ
素剤を配布国が備蓄して

いる安定ヨウ
素剤を配布

Ø 国は、 UPZ内外において安定ﾖｳ素剤が不足した場合に備えた備蓄を実施しており、今後、平成30年
度までに全国に合計200万丸、平成31年度までに小児用ｾﾞﾘｰ剤15万包の備蓄を実施。

Ø また、関西広域連合においても、「安定ﾖｳ素剤貸与に関する覚書」に基づき、関西電力と貸与可能な
数量を調整し、安定ﾖｳ素剤の確保を実施。

Ø 関西電力は、必要に応じて、電気事業連合会と貸与可能な安定ﾖｳ素剤数量を調整。

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

関西広域連合

関西電力本店

関西電力は、貸与可能量を
関西広域連合に貸与
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福井県及び京都府の避難退域時検査場所の候補地
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舞鶴東IC

福知山IC

綾部IC

PAZ

UPZ

※綾部ＰＡを経由

わかさ くま がわじゅく

若狭町上中庁舎

美浜町役場

道の駅若狭熊川宿

野田川わーくぱる

丹波自然運動公園

綾部工業団地・
交流プラザ

綾部ＰＡ
（あやべ球場）※

美山長谷運動広場

綾部市中央公民館

南条SA

わか さ ちょう かみなか

県若狭合同庁舎

長田野公園体育館

道の駅
てんきてんき丹後

三段池公園

み やま ながたに

加斗ＰＡ

小浜西ＩＣ
おさ だ の こうえん たい いく かん

お ばま

か とさん だんいけこうえん

ゼミナールハウス
(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

わかさ くま がわしゅく

大飯高浜IC

小浜市総合運動場

道の駅名田庄
な た しょう

なん じょう

うみんぴあ大飯
おお い

きのこの森

わか さ こいかわ

若狭鯉川海水浴場

敦賀市総合運動公園

舞鶴西IC

小浜西IC

み かた ご こ

三方五湖PA

【凡例】

福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

Ø 避難退域時検査は、府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値の
上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあらかじめ準備。

小浜IC



避難退域時検査場所の運営体制

Ø 福井県、京都府及び原子力事業者は、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、避難退域時検査場所に
おいて住民等の検査及び検査結果に応じて簡易除染を実施。

Ø 関西電力は、他の原子力事業者の支援を受け、備蓄資機材を活用し、800人程度の要員を避難退域時検査場所
へ動員。
※平成28年8月原子力防災訓練において、発災原子力事業者（関西電力）だけでなく、他事業者（西日本５社相互協力協定）との連携確認として、北陸、中国、
四国、九州電力から避難退域時検査場所（あやべ球場）に要員を派遣。

Ø 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）は
国及び関係自治体からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。

検査の総括責任者

住
民
受
付
チ
ー
ム

交
通
誘
導
チ
ー
ム

避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）

総括チーム

検査チーム長

車
両
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

車
両
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

住
民
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

住
民
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

通信・連絡チーム

車
両
保
管
チ
ー
ム

そ
の
他

（連
絡
体
制
の
構
築
、
搬
送
の
た
め

の
車
両
の
待
機
等
）

※

※携行物品検査を含む 135



国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（千葉市）

高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（高浜町）

指導・協力

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支援車
現場指揮、
資機材・人員搬送

検査測定車
ﾐﾆﾗﾎﾞ付き、線量評価測定

Ø 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、ｵ
ﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検査等に
おける指導・協力を実施。また、機構からは、原子力災害医療に関する相談への指導・助言も実施。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制

2011.03 東京電力（株）福島第一原子力発
電所の事故時におけるOFC（大熊町）での活動

（１台）

（１台） （１台）
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

Ø 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）が
窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。

Ø また、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰや緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC)等へ専門家を派遣するとともに航空機によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを
支援。

平成23年東日本大震災時における
国立研究開発法人日本原子力研究開
発機構の活動

モニタリング車（２台）

移動式体表面測定車（２台）

移動式全身測定車（２台）

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

放射線防護資機材（８０台）
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避難退域時検査場所における活動フロー

Ø 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、診療放射線技師等により実施。
Ø 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・汚染付着物等については原子力事業者が処理。

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

訓練風景

※ 避難退域時検査の結果、基準（OIL4:40,000cpm）以下の場合は、住民に対し通過証等を発行する。

OIL4
超過

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

避

難

住

民

OIL4
超過

一時保管等

乗員

車両

・住民については、汚染
拡大防止処置を行った
上で除染が可能な機関
で除染を実施。場合に
よっては、内部被ばくの
検査ができる機関へ搬
送。

・携行物品については汚
染拡大防止措置等を実
施。

避難所等へ

40,000cpm以下
避難所等へ

住民

物品

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

簡

易

除

染

住
民

検
査 OIL4
以下

簡

易

除

染 OIL4
以下

車

両

の

検

査

携行物品検査
40,000cpm超過
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PAZ

UPZ

福井県における原子力災害時における医療体制

Ø 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）

原子力災害医療協力機関 ※県に登録
【１２医療機関（杉田玄白記念公立小浜病院、若狭高浜病
院、若狭町国民健康保険上中診療所等）・３団体】

原子力災害拠点病院 ※県が指定
【３医療機関（福井県立病院、福井大学医学部附属病院、

福井赤十字病院）】

高度被ばく医療支援センター及び原子力

災害医療・総合支援センター※国が指定
【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、

国立大学法人広島大学等が実施】

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力
災害対策等を支援する。

原子力災害時において、汚染の有無にかかわ
らず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合に
は適切な診療等を行う。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行う。

支 援

協 力

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)
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PAZ

UPZ

京都府における原子力災害時における医療体制

Ø 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

原子力災害医療協力機関 ※府に登録
【１５医療機関（国立病院機構舞鶴医療センター、国家公務員共済組合

連合会舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院等）・１４団体】

原子力災害拠点病院 ※府が指定
【３医療機関（国立病院機構京都医療センター、京都大学医学部附属病院、
京都府立医科大学附属病院） 】

高度被ばく医療支援センター及び原子力

災害医療・総合支援センター※国が指定
【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、

国立大学法人広島大学等が実施】

原子力災害時において、汚染の有無にかかわら
ず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合には
適切な診療等を行う。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行う。

支 援

協 力

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力
災害対策等を支援する。

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)
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10．国の実動組織の支援体制
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高浜地域周辺の主な実動組織の所在状況

Ø 不測の事態の場合は、福井県、京都府、滋賀県及び関係市町からの要請により、実動組織（警察、
消防、海保庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。

海上自衛隊
８８

８２８８

５８１
航空自衛隊

５８－４５８１

UPZ

オフサイトセンター
(福井県高浜オフサイトセンター)

伊丹（いたみ）駐屯地
（陸上自衛隊中部方面総監部等）

舞鶴海上保安部

舞鶴警察署

福井県警察本部

小浜（おばま）警察署

若狭（わかさ）消防組合

小浜（おばま）海上保安署

舞鶴市消防本部

敦賀美方（つるがみかた）消防組合

綾部市消防本部

京都中部広域消防組合

宮津与謝（みやづよざ）消防組合

綾部警察署

宮津（みやづ）警察署

滋賀県警察本部

※高浜地域関係府県、関係市町の地域防災計画を元に策定

南丹（なんたん）警察署

千僧（せんぞう）駐屯地
（陸上自衛隊第３師団司令部等）

今津駐屯地
（陸上自衛隊第３戦車大隊等）

京都府警察本部

高島市消防本部

宮津海上保安署

饗庭野分屯基地
（航空自衛隊第１２高射隊）

高島警察署

敦賀海上保安部

福井海上保安署

敦賀（つるが）警察署

舞鶴地区
（海上自衛隊舞鶴地方総監部等）

小松（こまつ）基地
（航空自衛隊第６航空団等）

金沢駐屯地
（陸上自衛隊第１４普通科連隊等）

大久保駐屯地
（陸上自衛隊第４施設団等）

守山駐屯地
（陸上自衛隊第１０師団司令部等）

第八管区海上保安本部

PAZ
福知山市消防本部

福知山警察署

福知山駐屯地
（陸上自衛隊第７普通科連隊等）
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実動組織の広域支援体制

UPZ

高浜オフサイトセンター

災害派遣・原子
力災害派遣
全国の陸・海・空の
自衛隊による支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警
察による支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防
が所属する都道府
県単位による支援

巡視船艇・航空
機の派遣
全国の管区海上保
安本部による支援

全国の実動組織による支援

Ø 地域ﾚﾍﾞﾙで対応困難な支援要請があった場合は、関係府県、関係市町からの各種要請を踏まえ、
政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

Ø 要請の窓口となるｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子力災害
対策本部（官邸・ＥＲＣ（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ）の調整により、必要に応じ全国の実動組

織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による支援を実施。

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示

現地における
各種要請の集約

原子力災害対策本部
（首相官邸）
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施設敷地緊急事態からの現地実動組織の体制

Ø 施設敷地緊急事態の時点で施設敷地緊急事態要避難者の避難が開始されることから、地方公共団
体で避難手段の確保が困難になった場合に備え、現地事故対策連絡会議を開催するとともに、ｵﾌｻ
ｲﾄｾﾝﾀｰ実動対処班を設置（対象となる要員は、必要に応じ施設敷地緊急事態に至る前から体制立
ち上げ）。施設敷地緊急事態以降、原子力緊急事態の解除までの間、継続して対応を実施。
※ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ実動対処班要員参集前に各種要請があった場合は、ＥＲＣ実動対処班が連絡・調整を実施。

→ 不測の事態における福井県、京都府、滋賀県、関係市町からの各種支援の要請に対し、実動組織
（警察、消防、海保庁、自衛隊）が連携のうえ、迅速な対応体制を構築。

福井県

在宅の避難行
動要支援者

安定ヨウ素剤
服用困難者

小・中学校
（5校）

保育所
（3施設）

医療機関
（1施設）

社会福祉施設
（4施設）

ＰＡＺ内施設敷地緊急事態
要避難者※1

オフサイトセンター
実動対処班

（原子力規制庁、自衛隊、県警察、
消防、海保庁）

＜自衛隊＞

陸上自衛隊中部方面総監部
海上自衛隊舞鶴地方総監部
航空自衛隊航空総隊司令部 等

＜警察＞
福井県警察
京都府警察
滋賀県警察
中部管区警察局 等

＜消防＞
若狭消防組合
敦賀美方消防組合
舞鶴市消防本部
その他関係市町管轄消防機関

＜海保庁＞
敦賀海上保安部
舞鶴海上保安部
第八管区海上保安本部

部隊等
派遣

状況報告

対応連絡

現地事故対策
連絡会議※2

ＥＲＣ
実動対処班

連携

調整

ＴＶ会議等を
活用し随時
情報共有

京都府

ＥＲＣ:原子力規制庁緊急時
対応センター

関係市町

※1 全面緊急事態においては、ＰＡＺ内の一般住民、ＯＩＬによる防護措置実施時にはＵＰＺ内のうち対象地域の住民等を対象
※2 全面緊急事態以降は、原子力災害合同対策協議会で情報共有

滋賀県
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Ø 自然災害等により、避難経路等を使用した車両等による避難ができない場合は、関係府県及び関係
市町からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じて実
施。

自然災害等により道路等が通行不能になった場合の対応
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PAZ

UPZ

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

空路や海路に
よる避難

＜凡例＞

：道路情報板設置箇所

：ヘリポート適地等

：港湾・漁港

自治体等と連携の上、通
行不能となった道路への
他の車両の流入防止

避難先又は陸路で避難可能な場所まで
ヘリコプターにより避難



自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

ü現地派遣要員の輸送車両の先導
ü避難住民の誘導・交通規制
ü避難指示の伝達
ü避難指示区域への立ち入り制限等

警察組織

ü避難行動要支援者の搬送の支援
ü傷病者の搬送
ü避難指示の伝達

消防組織

ü巡視船艇による住民避難の支援
ü緊急時モニタリング支援
ü漁船等への避難指示の伝達
ü海上における警戒活動

海上保安庁

Ø 福井県、京都府、滋賀県と関係市町との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。

ü緊急時モニタリング支援
ü被害状況の把握
ü避難の援助
ü人員及び物資の緊急輸送
ü緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
ü人命救助のための通行不能道路の啓開作業

防衛省
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